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様式第 1号 

会 議 録 

 

会 議 の 名 称 令和 4年度第 2回所沢市国民健康保険運営協議会 

開 催 日 時  令和 4年 8月 24日（水）午後 1時 30分～2時 40分 

開 催 場 所  所沢市役所 高層棟７階 研修室 

出席者の氏名 （別紙委員出欠席表のとおり） 

欠席者の氏名 （別紙委員出欠席表のとおり） 

説明者の職・氏名  

報告事項  

議題 １．所沢市国民健康保険税賦課限度額の改定に係る諮問について・公開 

２．その他・公開 

会 議 資 料 資料 1 法定賦課限度額（国）の推移 

資料 2 埼玉県内市町村賦課限度額 令和 4年度 

資料 3 賦課限度額の引上げ試算比較表 

資料 4 令和 5 年度改正 ＜令和 4 年度法定限度額に引き上げた場合におけ

る所得階層別世帯状況表＞ 

追加資料 国民健康保険税の賦課限度額の見直しについて 

担当部課名等 健 康 推 進 部 長  瀬能 幸則   健康推進部次長  市川 勝也 

国民健康保険課長 新井 浩嚴  国民健康保険課主幹  石川 純也 

収 税 課 主 幹 斎藤 伸壽  収 税 課 主 幹 青木健太郎 

国民健康保険課主査  水口 文枝  国民健康保険課主査 敦賀 直幸 

国民健康保険課主査 高橋 大輔   国民健康保険課主査  粉川 亮介 

国民健康保険課主事  三上 采音 

 

健康推進部国民健康保険課 電話 2998-9131 
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発   言   者 審議の内容（審議経過・決定事項等） 

司 会 開会 

会       長 開会の挨拶 

司 会 所沢市国民健康保険に関する規則第 4 条第 3 項に基づき会議が成立

している旨報告（委員 21 名中 14 名出席）。 

 

続きまして、お手元の資料のご確認をお願いします。 

事前に「次第」と「資料 1～資料 4」を送付しておりますが、同じも

のを机にご用意しております。加えまして、 

1 点目、本日の席次表が 1 枚 

2 点目、運営協議会委員名簿が 1 枚 

3 点目、追加資料「国民健康保険税の賦課限度額の見直しについて」

が 1 枚 

4 点目、所沢市の国保が 1 冊 

5 点目、埼玉の国保 8 月号が 1 冊 

以上となります。よろしいでしょうか。 

 

それでは、次第に則って進めてまいりますが、これからの議事の進

行につきましては、「所沢市国民健康保険に関する規則」第 4 条第 1

項によりまして会長にお願いしたいと存じます。 

本橋会長よろしくお願いいたします。 

議 長 

 

それでは議長を務めさせていただきますので、よろしくお願いいた

します。議事に入る前に、事務局から何か説明があればお願いします。 

司 会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは議事に入ります前に、「所沢市の会議の公開に関する指針」

に基づきまして、本日の会議内容につきましては、議題 1．所沢市国

民健康保険税賦課限度額の改定に係る諮問について、および、議題 2．

その他、ともに公開とお知らせしております。ご了承いただきたいと

存じます。 

 

また、傍聴者へ配付する資料につきましては、 

①傍聴人配布用の表紙「傍聴人の皆様へ」 

②本日の会議次第  

③本日の資料（資料 1～資料 4） 

④追加資料「国民健康保険税の賦課限度額の見直しについて」             

の計 7 枚となります。 
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司 会 なお、会議録の記録、確定につきましては、これまでと同様、会議 

録は要約方式とし、発言者の委員名については「委員」とだけ記載い

たします。 

また、会議録の確定につきましては、会長にご承認いただき署名確

定する方式でよろしいでしょうか。 

ご審議をお願いいたします。 

議 長 ただいま会議の公開等について事務局より説明がありましたが、い

かがでしょうか。 

説明のとおりでよろしいでしょうか。 

委 員 異議なし。 

議 長 

 

「異議なし」の声がありましたので、そのように決定させていただ

きます。 

それでは、議題に入ります前に、傍聴人の確認をとらせていただき

ます。 

事務局、本日傍聴の方はいらっしゃいますか。 

 

〔傍聴人なし〕 

 

それでは、傍聴者はいらっしゃらないとのことですので、早速、議

事に入ります。 

議題 1．「所沢市国民健康保険税賦課限度額の改定に係る諮問につい

て」でございます。 

事務局より説明をお願いします。 

司 会 議題 1．所沢市国民健康保険税賦課限度額の改定に係る諮問について

ですが、国民健康保険税の改定となる重要な審議事項であることから、

本運営協議会での審議に諮り、答申をいただきたいと考えております。 

そのため、これより諮問を行わせていただきます。 
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市 長 諮問 所沢市国民健康保険税賦課限度額の改定について  

所沢市国民健康保険運営協議会 

会長     本橋 栄三  様 

所沢市長  藤本  正人 

 

このことについて、所沢市国民健康保険に関する規則第 2 条の規定

に基づき、諮問いたします。 

記 

1 諮問事項 

令和 5年度国民健康保険税の医療給付費分賦課限度額を 63万円から

65 万円に、後期高齢者支援金等分賦課限度額を 19 万円から 20 万円に

改める。 

2 諮問の趣旨 

国民健康保険税については、受益と負担の関係から被保険者の納税

意欲に与える影響や、国民健康保険制度及び事業の円滑な運営を確保

する観点から、保険税の負担額に一定の上限が設けられています。 

当市においては、令和 2 年度の法定賦課限度額が適用されています

が、国では令和 4 年度において法定賦課限度額の引上げが実施されて

います。 

賦課限度額を法定賦課限度額に引き上げる必要性としては以下の点

が挙げられます。 

・高所得者層に能力に応じた負担をいただくことで低所得・中間所得

者層に配慮した保険税の設定が可能となること 

・広域化により始まった保険者努力支援制度を通じた交付金の獲得が

見込まれること 

・国民健康保険法に基づく県による指導監査の重点事項であること 

以上の点や、所沢市の厳しい国民健康保険財政を踏まえ、更に歳入

を確保する観点から賦課限度額の改定を行いたい。 

以上でございます。 

事 務 局 委員の皆様へも、諮問書の写しをお配りいたします。 

 

＜諮問書の写しを配付＞ 

 

さて、ここで市長よりご挨拶を申し上げます。 

市 長 市長挨拶 

司 会 市長は所用のため、これにて退席させていただきます。 
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議 長 それでは、事務局より、議題 1．所沢市国民健康保険税賦課限度額の

改定について、説明をお願いします。 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 それでは、所沢市国民健康保険税賦課限度額の改定についてご説明

いたします。 

 ご郵送いたしました資料とは別にご用意した追加資料「国民健康保

険税の賦課限度額の見直しについて」をご覧ください。こちらは、こ

の度の見直しの概要になります。 

はじめに、改正に至った経緯・目的でございますが、国の定める法

定限度額が改正され、本年４月１日から施行されております。 

改正の内容は、保険税負担の公平性の確保及び中低所得層の保険税

負担の軽減を図る観点から、賦課限度額を見直すというもので、医療

給付費分を 63 万円から 65 万円に、後期高齢者支援金等分を 19 万円か

ら 20 万円に、介護納付金分は 17 万円のまま据え置きし、合計が 99

万円から 102 万円となり、3 万円の増額とするものです。 

改正における市町村の手続きでございますが、賦課限度額のほか保

険税の賦課については、市町村の条例により定めることになっており、

条例の制定改廃については、議会の議決によらなければなりません。

こうしたことから、この賦課限度額の見直しについては、運営協議会

への諮問・答申を経て、12 月議会への条例改正の議案の提出を予定し

ております。 

なお、この手続きの場合では改正年度がずれることになりますので、

専決処分として先に条例改正を行い、事後に議会へ報告し承認を得る

という方法もございますが、加入者へ負担をお願いするものでござい

ますので、本市では運営協議会でお諮りいただき、議会の議決を経る

こととしております。 

 国の賦課限度額の見直しについての所沢市の考え方でございます

が、これまで将来的な被保険者数の減少に備え、国規定に沿った限度

額改正を実施しており、県内他市町村においても実施時期の前後はあ

るものの、同様に国規定に沿った金額で設定されております。 

また、将来的には安定的な制度運営のため、保険税水準の統一に向

け県内市町村の足並みを揃える必要性がございます。 

こうしたことから、国の改定に沿って、本市の賦課限度額について

見直しを図るものでございます。 

 

 それでは、資料 1 をご参照ください。こちらの資料は、国が定めた

法定賦課限度額の推移でございます。30 年前の平成 4 年では、46 万円

でございました法定賦課限度額は、令和 4 年度には 102 万円と 30 年の

間に 2 倍以上の引き上げを行っているところでございます。 

近年では、平成 30 度以降、平成 29 年度、令和 3 年度を除いて、法
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事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定賦課限度額は引き上げられており、令和 4 年度までの 5 年間で 9 万

円の引き上げを行っております。このように国が法定賦課限度額を引

き上げている理由としましては、高所得者層に負担をお願いすること

で負担の大きい低所得・中間所得者層に配慮した保険税の設定が可能

となるためなど、としております。 

 

続きまして、資料 2 をご覧ください。こちらの資料は、埼玉県内市

町村の令和 4 年度賦課限度額の状況についてお示ししたものでござい

ます。令和 4 年度に賦課限度額が法定の 102 万円となっている市町村

につきましては、21 市町村でございます。これらの市町村では、本市

のように運営協議会に諮り議会の議決を得る前に、市長の専決処分に

より法定賦課限度額への改定を行っているものと思われます。 

その下の賦課限度額 99 万円ですが、こちらは現行の法定賦課限度額

のひとつ前の額となっております。記載のとおり 41 市町となっており

ます。本市の他、川口市や川越市、越谷市をはじめとし、多くの市町

でこの額となっております。これは、法定賦課限度額が国から示され

た後に、議会の議決を得て翌年度から引き上げを実施するため、1 年遅

れで法定賦課限度額に追いつくこととなるためでございます。 

資料下段の表、他市の限度額改正予定をご覧ください。本市と同規

模市である川越市や越谷市、川口市、近隣市である入間市、狭山市、

飯能市につきましては、本市と同様に本年度中に賦課限度額を法定賦

課限度額 102 万円とする旨を運営協議会に諮り、議会の議決を得た後、

来年度から賦課限度額の引き上げを実施する予定であるとのことでご

ざいます。 

 

次に資料 3 をご覧ください。こちらの資料は、本市におきまして賦

課限度額を現行の99万円から102万円に引き上げた際の税収等の影響

額についてお示ししたものでございます。資料上段の表をご覧くださ

い。国民健康保険税は医療給付費分、後期高齢者支援金等分、介護納

付金分で構成されており、賦課限度額につきましても、それぞれ定め

られております。 

今回の国の法定賦課限度額の改定につきましては、医療給付費分に

ついては、現行の 63 万円から 65 万円に 2 万円引き上げるものでござ

います。後期高齢者支援金分につきましては、現行の 19 万円から 20

万円に 1 万円引き上げ、介護納付金分につきましては、据え置きとな

ります。結果として、合計で 3 万円引き上げるものでございます。 

資料下段の表をご覧ください。こちらでは、現行の税率で賦課限度

額を 99 万円から 102 万円に引き上げた場合の調定額（課税額）の影響

を試算したものでございますが、賦課限度額を 3 万円引き上げること
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事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

で、約 3,400 万円、調定額が増えると試算しております。資料の一番

下に記載のとおり、この 3,400 万円に令和 3 年度の収納率 93.78％を乗

じ、約 3,200 万円の税収増を見込んでいるところでございます。 

 

次に資料 4 をご参照ください。こちらは、本市の賦課限度額を 3 万

円引き上げた場合の所得階層ごとの課税額等の影響についてお示しし

たものでございます。 

表の左から 3 番目、「増額世帯数」の列をご覧ください。この列の左

側は資産割額が課税されている世帯でございまして、右側は資産割額

が課税されていない世帯となります。増額世帯数をみますと、所得 43

万円以下のところに 18 世帯、その下の所得 100 万円以下のところに 1

世帯、その下の所得 200 万円以下のところに 10 世帯、賦課限度額の引

き上げにより課税額が増額となる世帯がございますが、これは高額な

固定資産税を課税されていることで、資産割額が多いことが影響し、

これまでの賦課限度額を超えて増額となる世帯でございます。その下

の所得 300 万円以下から 500 万円以下の欄にも増額となる世帯がござ

いますが、この世帯につきましても資産割額の課税がある世帯でござ

います。 

また、資産割額が課税されておらず、所得割額と均等割額、平等割

額で賦課限度額引き上げにより増額となる世帯につきましては、所得

500 万円を超える所得層となっており、増額となる世帯全体 1,503 世帯

のうちの 132 世帯、約 8.8％となっております。 

なお、増額となる 1,503 世帯は国保加入全世帯 51,415 世帯のうち

2.9％となっております。 

賦課限度額の改定についての説明は以上です。 

議  長 事務局より説明がございました。資料をもとに、本日諮問を受けた

賦課限度額の改定についての審議を行っていきたいと思いますが、委

員の皆さまからご質問またはご意見はありますでしょうか。 

委 員 加入世帯数の過去 5 年間の変動状況はどのようになっているのでし

ょうか。 

事 務 局 平成 28 年度末には 52,746 世帯が加入しておりましたが、令和 3 年

度末までの 5 年間で約 5,500 世帯減少している状況です。 

委 員 同じ期間で、市の職員の人件費はどうなっていますか。減っている

のでしょうか。世帯数が減った分、それに関わる人件費も減ってくる

のではないかと思うのですが。 

事 務 局 

 

詳細な資料は持ち合わせておりませんが、国民健康保険課の職員数

が大幅に減少したということはございませんので、人件費については

ほぼ変わっていないという状況であると思われます。 
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議 長 その他、ご意見等ありますか。 

委 員 

 

 資料 4 に関してですが、1,503 世帯が賦課限度額改定の影響で実際に

増額となるという理解でよろしいでしょうか。また、平均増額が 11,410

円ということですが、これに人数を掛け合わせれば、資料 3 のとおり

約 3,300 万円の増収を見込むことができるということでよろしいので

しょうか。 

事 務 局 資料に記載されている数値は現段階のものですので、実際に賦課限

度額が改定され、来年の 7 月に課税する際には多少変わってくると思

われますが、概ねそのようにお考えいただければと思います。 

委 員 

 

先ほど示された諮問書の中で、「高所得者層に能力に応じた負担をい

ただくことで低所得・中間所得者層に配慮した保険税の設定が可能と

なる」とありますが、資料を見ますと、件数は少ないですが低所得者

層にも影響が出るとされています。 

固定資産税額が影響するようですが、埼玉県の方針では固定資産税

額に応じた課税は無くしていく方向であると聞きました。 

今回の改定に反対するものではありませんが、低所得者層であるの

に固定資産の影響で増額となる世帯があるという状況は早めに改善さ

れるべきと考えます。 

議 長 ただ今のご意見に関しまして、事務局から追加説明などありますか。 

事 務 局 埼玉県の方針では、保有する固定資産にかかる資産割と世帯にかか

る平等割を将来的には無くして、令和 9 年度からは所得割と加入者一

人当たりの均等割の２方式に統一することを目指すとされています。 

所沢市は、現在のところ資産割と平等割を含めた４方式としており

ますが、埼玉県の方針に合わせて令和 9 年度までに賦課方式の変更を

予定しております。賦課方式の変更につきましては、別の機会に改め

て運営協議会に諮らせていただきたいと考えております。 

議 長 他によろしいでしょうか。先ほど、市長さんからのお話の中で賦課

方式に関する話もありましたが、今回は賦課限度額の改定ということ

に関してご審議をお願いできればと思います。 

委 員 

 

今、所沢市は４方式ということでしたが、それを２方式に変更する

目的で賦課限度額の改定を行うのではないのですか。 

事 務 局 今回は、賦課方式の変更ではなく、賦課限度額の改定を目的として

おります。 

議 長 他にいかがでしょうか。 

委 員 

 

固定資産の影響で増額となる世帯に対しての支援策などがあるよう

でしたら教えていただきたいのですが。 

議 長 事務局お願いします。 
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事 務 局 賦課限度額改定の影響を受ける規模の固定資産をお持ちのご世帯で

あれば、営業所得など他の所得があることや、保有する固定資産によ

って何らかの所得を得ていることが想定されますので、支援策等は特

にありません。 

委 員 もう一つ確認ですが、繰入金など他の国保財政に与える影響はそれ

ほど大きくないということでよろしいのでしょうか。 

事 務 局 保険者努力支援制度の県から市への交付金について、「法定どおりの

賦課限度額を設定しているか」との項目があり、法定賦課限度額が改

定された同じ年に賦課限度額を改定した場合には満額が交付され、翌

年の改定の場合には交付金が減少しますが、交付されます。 

賦課限度額を改定することによって約 700～800 万円の補助金が交

付されることになりますので、そういった影響が出てまいります。 

委 員 

 

保険基盤安定事業の方で低所得者に対する支援として繰り入れがあ

るという認識なのですが、そちらへの影響はいかがでしょうか。 

事 務 局 

 

均等割と平等割の軽減がなされた分の総額に応じて、保険基盤安定

制度に関する補助金が交付されるのですが、賦課限度額の改定は均等割

と平等割に影響を与えるものではありませんので、事業への影響はご

ざいません。 

議 長 他にいかがでしょうか。 

委 員 

 

資料 1 を見ますと、毎年のように法定賦課限度額の引き上げが行わ

れています。今後、高齢者が増えることや医療費の高額化による国保

財政への影響を考慮して、法定賦課限度額の引き上げは定期的に行わ

れていくものなのでしょうか。 

議 長 事務局お願いします。 

事 務 局 国の賦課限度額につきましては、税負担の公平性の面からも、賦課

限度額に達する世帯におきましては、その下の賦課限度額に達しない

世帯、いわゆる中間所得者層と比較して、所得に対する税負担率はま

だまだ低い状況でございますことから、今後においても引き上げられ

ていくものと思われます。 

議 長 

 

他にいかがでしょうか。 

（意見なし） 

ないようでしたら、この件につきましては次回も継続して委員の皆

様にご審議をお願いすることといたしまして、続いて議題 2.その他に

ついて、事務局から説明をお願いします。 
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事 務 局 その他につきましては、協議会の今後の日程について、お知らせい

たします。 

第３回協議会は、10 月上旬に開催予定としております。詳しい日程

につきましては、決まり次第、開催通知にてご連絡させていただきま

す。 

議 長 

 

さて、その他においては、次回の日程について説明がありました。 

他に、委員の皆様から何かご意見等ありますか。 

委 員 確定日程のご連絡は、いつ頃いただけますか。 

事 務 局 協議会開催の約１ヶ月前を目途に通知を差し上げる予定です。 

議 長 他に、委員の皆様から何かご意見等ありますか。 

委 員 次回、10 月の協議会で審議を行って、12 月の議会にかけるというこ

とになるのでしょうか。 

事 務 局 次回の審議の後、11 月に答申をいただき、12 月の議会に議案を提出

できればと考えておりますが、ご審議の進み具合によっては 10 月下旬

に再度ご審議の機会を設けることも想定しております。 

議 長 他にいかがでしょうか。 

（意見なし） 

それでは、これにて全ての議題は終了となりましたので、議長の職

を解かせていただきます。 

進行を事務職にお戻しいたします。 

司 会 本橋会長におかれましては、長時間に渡り議長をお務めいただきま

してありがとうございました。 

最後に、閉会のことばを赤坂職務代理よりお願いいたします。 

職 務 代 理     閉会の挨拶 

司 会 それでは以上をもちまして、国民健康保険運営協議会を終了とさせ

ていただきます。 

皆様お疲れ様でした。 
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